
資料

規制緩和と貸切バス（中)

事業者調査にみる北海道の貸切バス業界

川 村 雅 則

１．は じ め に

本稿は，川村（2007）に引き続き，貸切バ

ス業界における諸問題を明らかにし，その解

決に貢献することを目的に行った，北海道の

貸切バス事業者を対象にした調査の結果をま

とめたものである。

大阪での貸切バスの死傷事故をきっかけに

して，規制緩和と貸切バス業界をめぐる問題

に社会的な関心が集まっている。国土交通省

（以下，国交省）も，この事故をうけて，遅

きに失した感はあるが，貸切バス事業者を対

象とした重点監査を行った。結果は，規制緩

和の旗手とされたいわゆるツアーバス（以下，

「ツアーバス」）を含む多くのバス事業者で法

令違反が認められるという，業界の輸送秩序

の混乱状況が明らかになった 。

その後，国交省では，旅行業者・業界団体，

貸切バス業者・業界団体，交通運輸労組，そ

して国交省自身を加えて構成された「貸切バ

スに関する安全等対策検討会」（以下，「対策

検討会」）を設置し，貸切バスや「ツアーバ

ス」に関わる安全性の確保や質の向上に向け

た方策について，検討を重ねてきた。昨年の

10月に発表された報告書がその「成果」で

ある 。

内容の詳細は省くが，同「対策検討会」で

は，貸切バス業界における問題点と対応策等

を次のとおりまとめている（表１－１）。果

たしてこれらの対応策で十分なのかは本稿で

検証したい。
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表１－１ 貸切バス業界における問題点と対応策等

問題点 対応策 実施時期

１．運行時の安全の確保について

･交替運転手の配置基準として，時間による基準が定めら

れているが，個々の運行において，配置が必要かどうか

わかりにくく，旅行業者にも説明しにくい。

⑴交替運転者の配置基準 年内

･ツアーバス等については，路上での乗降が一般的で乗降

時の安全確保が不十分。

⑵旅客の乗降時における安全の

確保

速やかに／中長

期

･貸切バスにおいて，旅行業者の指示等に起因して事故が

発生した場合，その背景の把握が困難。

⑶自動車事故報告書への旅行業

者名の記載・旅行業者の責任

の明確化

年度内

⑷監査の強化 継続

⑸車両安全対策の強化 中長期



さて，表１－２のとおり，貸切バス事業者

は規制緩和以降，急激に増加している。とり

わけ，経営基盤の脆弱と思われる規模の小さ

い事業者の割合が増えている。輸送人員もそ

れなりに増えてはいるものの，事業者数の伸

びには追いついていない。また，何よりも，

業界全体の営業収入が，減少の一途をたどっ

ている。運賃が削減されているのである。そ

の一方で，この間の燃料価格の高騰など，経

営環境は厳しさを増している。安全面をみて
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２．貸切バス事業者の質を向上させるための方策について

･安全等に対する取り組みをどの事業者が適切に行ってい

るか利用者から見た場合に不明で，質のよい事業者が選

ばれるとは限らない。

･安全性等の質よりも，運賃の高低が優先される場合があ

る。

⑴貸切バス事業者を選択できる

仕組みの構築（事業者評価の

実施）

１～２年以内

⑵貸切バス事業者による安全情

報の公表

継続

･ツアーバスを巡る問題点，課題の解決に向けて，関係者

の連携・協力が必要。

⑶ツアーバス実施事業者間の安

全性向上のための連携の強化

年度内

３．貸切バス業界及び旅行業界の連携・協力のあり方について

･バス運行の安全規制等について，旅行業者の理解が不十

分。貸切バス側が無理を承知で契約する場合，旅行業者

が提示する運賃水準が低すぎる場合もある。

･契約変更時の取扱いなど，貸切バス事業者と旅行業者が

協力して対応する事項についての指針が必要。

･両業界による意見交換が年１回程度行われているが，そ

の結果が業界全体に伝わっていない。

⑴ツアーバス向け長距離都市間

運行モデル等の作成

１～２年以内

⑵両業界の相互理解等を図るた

めの場の設置

体制の整備につ

いて，年度内

出所：国交省「貸切バスに関する安全等対策検討会報告」より作成。「対応策」については項目のみ抜き出した。

表１－２ 貸切バス事業者数，輸送人員，車両数，営業収入，事故件数の推移

営業収入

(億円)

輸送人員

(十万人)

事業者数

(者)

うち，保有
車両数
10両以下

(者)

車両数

(十両)

貸切バスの
事故件数

(件)

走行キロ
(百万 km)
当たり
事故件数
（件)

平成7 5923 2489 1537 876 3336 348 －

8 5874 2478 1663 978 3380 338 0.21

9 5802 2474 1905 1200 3533 363 0.23

10 5444 2479 2122 1336 3651 382 0.24

11 5434 2516 2336 1554 3766 365 0.23

469 475 0.28

17 3899 3016 3899 2833 4

13 4774 2610 3281 2375 3981 486 0.29

14 4684 2723 3521 2545 4112 439 0.26

15 4738 2784 3581 2579 4272 457 0.27

16 4541 2906 3743 2698 4

るものがある。
注２：平成12年は規制緩和の実施された年にあ

563 478 0.28

注１：数値は暦年で把握されているものと年度で把握されてい

料：国交省，警察庁統計より作成。
出所：表１－１に同じ。
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1 092 5 547 2869 2 000 3682 450 0.284 2



も，大阪での事故発生以降も，貸切バスを第

１当事者とする死傷事故が全国で起きている。

道は，北海道の独自性・優位性を生かし，

新たな観光のくにづくりを目指すという 。

そうであるならば，観光バス（貸切バス）業

界における問題の解決は急がれる課題のひと

つである。果たして，「対策検討会」が掲げ

た上の対策で十分なのか。2008年に行った

筆者調査 の結果にもとづきながら検討する。

なお次の表１－３と１－４は北海道の貸切バ

スの輸送実績一覧と，規模別にみた貸切バス

事業者の推移である。その動向については，

全国のとほぼ同様である。
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表１－３ 北海道における貸切バス事業の輸送実績表

年度

事業者
数

（者)

車両数

（両)

延実在
車両数
（日車)

延実働
車両数
（日車)

実働率

（％)

総走行
キロ

（万 km)

実車
キロ

（万 km)

実車率

（％)

輸送
人員

（万人)

営業
収入

（億円)

実在日車
当り営業
収入(円)

実働日車
当り営業
収入(円)

平成元 90 1746 657396 455793 69.3 9863 7613 77.2 1549 345.8 52606 75874

2 93 1860 714408 489778 68.6 10892 8395 77.1 1610 396.1 55450 80881

3 98 2017 769281 525896 68.4 11677 9063 77.6 1637 455.0 59149 86523

4 106 2163 819272 550135 67.1 12099 9309 76.9 1685 491.2 59958 89291

5 109 2198 859656 555742 64.6 12035 9101 75.6 1694 441.6 51374 79468

6 111 2171 856902 562373 65.6 12485 9402 75.3 1730 414.2 48340 73657

7 113 2153 851383 570752 67.0 12679 9587 75.6 1731 389.3 45724 68207

8 115 2167 850805 587603 69.1 13159 9900 75.2 1775 394.8 46397 67180

9 117 2197 852046 591725 69.4 13501 10223 75.7 1796 403.7 47375 68217

10 119 2234 865937 591929 68.4 13326 9970 74.8 1760 385.6 44535 65151

11 127 2312 884280 595931 67.4 13776 10376 75.3 1786 375.8 42495 63057

12 158 2501 926871 566526 61.1 12614 9430 74.8 1669 322.1 34750 56853

13 186 2642 970716 603180 62.1 13525 10192 75.4 1744 323.7 33349 53670

14 199 2657 987260 596677 60.4 13456 10127 75.3 1689 312.2 31623 52323

15 213 2855 1053173 596843 56.7 13405 10022 74.8 1743 304.4 28904 51003

16 226 2938 1049496 585805 55.8 13197 9786 74.2 1735 284.8 27138 48619

17 236 2894 1042084 585253 56.2 12949 9665 74.6 1817 277.3 26613 47387

18 257 2984 1024610 583394 56.9 12938 9705 75.0 1793 274.8 26823 47109

出所：北海道運輸局「一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績集計表」より作成。

表１－４ 規模別にみた北海道の貸切バス事業者数の推移
単位：事業者，％

平成10年 11 12 13 14 15 16 17 18

計 123 123 126 158 185 205 212 228 235

10両まで 45 47 49 76 90 119 126 137 144
30両まで 61 57 60 65 77 65 66 67 70
50両まで 14 16 14 13 14 17 16 19 18
100両まで 2 2 2 4 4 4 4 5 3
101両以上 1 1 1 － － － － － －

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10両まで 36.6 38.2 38.9 48.1 48.6 58.0 59.4 60.1 61.3
30両まで 49.6 46.3 47.6 41.1 41.6 31.7 31.1 29.4 29.8
50両まで 11.4 13.0 11.1 8.2 7.6 8.3 7.5 8.3 7.7
100両まで 1.6 1.6 1.6 2.5 2.2 2.0 1.9 2.2 1.3
101両以上 0.8 0.8 0.8 － － － － － －

注：数値は当該年の３月31日現在のもの。
資料：自動車交通局旅客課。
出所：国交省『陸運統計要覧』より。
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２．調査の結果

１）回答事業者の事業概要等

調査結果の一覧表を資料２として添付した

ので参照されたい。

115の回答事業者の事業概要等は次のとお

りである（不明分を除いて計算しているので，

合計は必ずしも一致しない）。すなわち，第

一に，事業年数は，「５年未満」13.9％，「５

～９年」26.1％，「10～19年」22.6％，「20

年以上」37.4％で，車両総台数は，「５台未

満」19.1％，「５～９台」26.1％，「10～19

台」31.3％，「20台以上」23.5％である。

第二に，2007年の貸切バス事業における

総売上高は，「2500万円未満」20.2％，

「～5000万円未満」15.4％，「～１億円未満」

18.3％，「～２億円未満」25.0％，「～５億円

未満」14.4％，「５億円以上」6.7％で，2006

年に比べての売上げの変化は，「増えた」

32.4％，「変 化 な し」26.1％，「減った」

41.4％となっている。

２）旅行業者等との運送契約にみられる問題

状況

・常態化する，届出運賃を下回る運賃収受

貸切バス事業においては，運賃は届出制が

採用されている。そして，ほとんどの事業者

は公示運賃をそのまま採用しているという

（北海道運輸局からの聞き取り）。

さて，事業者は，届出運賃の上限と下限の

範囲内で運賃を収受し事業を行うことになる

わけだが，本調査の結果によれば，実際には，

届け出ているのよりも低い水準の運賃しか収

受できない事業者がほとんどである（表２－

１上段。「常にそう」33.9％，「よくある」

45.0％）。

届出運賃よりも低い運賃しか収受していな

いのであれば，本来は，原価計算書を添付し

て運賃の変更届を提出する必要があるのだが，

旅行業者等との間の契約面における「力関

係」で，いわばあってはならない状態が常態

化しているのが現状といえよう（スクールバ

スなど市町村・学校の入札現場でも，届出運

賃を下回る額での落札があるという ）。

もちろん，価格と安全性の関係については

検証が必要であり，「安い価格イコール安全

性に支障あり」という考えは誤りであるとい

う反論もあるだろう。だが，適正な労務・運

行管理を維持し，安全を確立する上で，現在

の運賃水準では支障があるという貸切バス事

業者自身が多いこと（表２－１下段。「非常

に支障がある」だけで62.7％）やこの間の

事故の発生状況等には留意が必要である。

・運送契約における不公正

表２－１ 届出運賃以下の運賃収受の頻度及び
現行の運賃水準での支障の有無

単位：事業者，％

109 100.0

届出運賃水準よ
り低い運賃収受
の頻度

常にそう 37 33.9
よくある 49 45.0
たまにある 13 11.9
ない 10 9.2

110 100.0

現在の貸切バス
業界の運賃水準
での支障の有無

非常に支障がある 69 62.7
やや支障がある 28 25.5
とくに支障はない 13 11.8

表２－２ 主たる契約先との間の経験・
問題状況（複数回答可）

単位：事業者，％

115 100.0

（ア)著しく低い運賃単価が提示される 89 77.4

（イ)運賃・料金が一方的に減額される 41 35.7

（ウ)運賃・料金の一部について返還を

要請される

16 13.9

（エ)厳しい運行条件（走行距離や行程

など)が設定される

67 58.3

（オ)契約先の商品・サービスの購入を

頼まれる

25 21.7

（カ)予定期限よりも，代金の支払が遅

れる

24 20.9

（キ)貸し倒れが発生したことがある 24 20.9
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また，主たる契約先との間の経験において

も，（ア)低い運賃水準の提示だけでなく，

（イ)運賃の一方的な減額や（エ)厳しい運行

条件の設定等がなされるケースが少なくない

（表２－２）。

さらに，この間の燃料費の高騰分を運賃に

上乗せできたかたずねたところ，「一部だけ」

でも上乗せできたのは，全体の３分の１にと

どまり，残り（66.4％）は「全く上乗せでき

なかった」という。そして，運送契約内容や

取引において不公正を感じる頻度は，「よく

ある」だけで４割（43.9％）に及ぶ（「時々

ある」40.2％）。以上にみた，契約内容・運

賃水準をめぐる問題の詳細は，自由回答であ

る資料１の１）を参照されたい。

業界の問題の根幹にあるともいえる，運賃

水準や旅行業者等との間の契約状況を改善す

るための実効力のある対策が急がれる 。

３）貸切バス事業者自身の問題や行政機関・

機能に対する評価等

・規制緩和がもたらしたもの

政府は，貸切バス事業の分野に限らず，

「構造改革」の具体的手段である規制緩和政

策を高く評価している 。

確かに，規制緩和で事業者が増加し，競争

が促進され，運賃の値下げが進んだことは，

利用者にとっては歓迎すべきことにみえるか

もしれない。

だが，規制緩和の影響を否定的にみる貸切

バス事業者は多い（表２－３）。確かに（イ)

値下げは進んだが，（エ)人件費の見直しなど

コスト削減，（オ)労働条件等の悪化，（カ)安

全面への悪影響がでているという。そして市

場の力によって問題状況は解決されると「改

革」派は主張していたが，実際には，（ク)悪

貨が良貨を駆逐する結果となっているという

事業者も半数弱に及ぶのである。

・運賃値下げが可能な理由

実際，労働集約産業である貸切バス業界で

は，事業者間の競争の手段や運賃の削減分を

吸収できる範囲には限界がある。その結果

（表２－４），（ウ)車両の使用年数の延長や，

人件費部分での対応（ア，イ）が中心となら

ざるを得ないのである。関連して，正社員運

転者の平均的な年収（税込み）は，半数の事

業者で300万円に達していない（「250万円

未満」18.6％，「～299万円」31.0％）。

表２－３ 規制緩和にともなう道内の貸切バス業界
の変化（複数回答可） 単位：事業者，％

110 100.0

（ア)個々の会社の営業努力が進んだ 31 28.2

（イ)運賃・料金の値下げが進んだ 102 92.7

（ウ)届出運賃以下で事業を行う業者が

増えた

97 88.2

（エ)サービス改善よりも，人件費の見

直しなどコスト削減策が進んだ

62 56.4

（オ)運転者の労働条件・処遇が悪化し

た

67 60.9

（カ)競争が激しくなり，安全面に悪影

響がでている

66 60.0

（キ)運転者の技能水準などが低下した 37 33.6

（ク)悪質な業者や違法行為など悪貨が

良貨を駆逐する結果になっている

51 46.4

（ケ)影響はとくになし 1 0.9

表２－４ この数年の間に採用してきたコスト削減
策（複数回答可） 単位：事業者，％

110 100.0

（ア)嘱託や臨時運転者の拡大 49 44.5

（イ)賃金水準の切り下げや手当ての

カット

50 45.5

（ウ)車両の使用年数の延長 81 73.6

（エ)車両の点検・整備費用の削減 20 18.2

（オ)一般管理費の削減 65 59.1

（カ)その他 7 6.4
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会員事業者を対象に行われた北海道バス協

会の資料から作成した上の二枚の図からも，

こうした事態が確認できる。図２－１は，費

用に占める人件費割合の推移だが，ピーク時

には54％台だったのが，現在は50％を割っ

ている。また図２－２からは，使用車両の年

数が延びていることがわかる（関連して，老

朽化・整備不十分の車両から走行中に火災が

発生するケースも，全国で相次いでいる）。

規制緩和にともない，どん底に向かっての

競争（race to the bottom）あるいは熾烈な

コスト削減競争（cut throat competition）

が起きている。

・行政機関の対応は十分か

激しい経営環境を背景に，貸切バス事業者

自身にも法に反した行為がみられるという

（「多くみられる」33.0％，「ごく一部の業者

にみられる」40.6％）。その内容の詳細は，

自由回答の資料１の２）に掲げたとおりで，

区域外営業や，長時間労働，ワンマン運行，

スピード違反，社会保険未加入など労務・運

行管理上の問題などがあげられている。

さて，ここまでみてきたような問題の解決

のためには，行政機関の役割が不可欠だが，

この間の規制緩和政策は，「事前規制から事

後チェック体制の強化へ」と行政対応を転換

させてきた（もっとも，実際には事後チェッ

ク体制の「強化」は図られなかったのである

が）。結果，新規事業参入時のチェック状況

についても，監査や行政処分の状況について

も，十分ではないと評価する事業者が少なく

ない（表２－５）。そして，行政による監査

や処分の強化を求める声も４割（39.4％）に

及ぶのである（あわせて，資料１の３）を参

照されたい）。

出所：北海道バス協会「北海道のバス事業」各年版より作成。
図２－１ 貸切バス（民営）の，費用に占める人件費割合の

推移

出所：図２－１に同じ。
図２－２ 平均車令の推移

表２－５ 行政機関・機能に対する評価
単位：事業者，％

105 100.0

新規事業者の事

業 参 入 時 の

チェック状況

適正に行われている 26 24.8

あまり十分ではない 57 54.3

全く機能していない 22 21.0

107 100.0

貸切バス事業者

に対する監査や

行政処分の状況

適正に行われている 40 37.4

あまり十分ではない 61 57.0

全く機能していない 6 5.6
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・監査のあり方に関する検討課題

上の表２－６のとおり，確かに，この間の

業界の問題状況を背景にして，監査の件数は

増えてはいる。監査業務にあたる人数も（極

めて不十分だが）増えてはいる。

だが，そもそも監査によって何らかの問題

が発覚しても，それが是正される前に当該事

業者が死傷事故を起こしたり，あるいは，死

傷事故が起きた後に行政が監査に入って問題

状況が発覚するなど，現行の監査や指導

（フォローアップ）のあり方は，有効に機能

しているとは言えまい（川村（2007）を参照）。

例えば，次の表２－７は，北海道運輸局の

資料からまとめた北海道の貸切バス事業者の

最近１年間の法令違反・行政処分状況 であ

るが，監査後に何らの改善も見られず，しか

も，それでも営業は可能であることを示す

ケース（ａ事業者）や，事故をきっかけに監

査を行ったところ違反状況が明らかになった

ケース（ｄ・ｅ・ｆ事業者。もちろん，事故

と違反状況には因果関係はないと主張するこ

とも可能ではあるが）等々，上述のとおり，

現行の監査のあり方に疑問を抱かせるもので

ある。

貸切バスを第１当事者とするこの間の死傷

事故の増加は，事故が起きてからの対応では

遅いという，ある意味において当たり前の事

実を示してきた。規制緩和政策の検証はむろ

んのこと，行政機関や業界団体の機能や新た

表２－７ 貸切バス事業者の法令違反に対する行政処分等の状況

ａ事業者 車両使用停

止155日車

前回の監査後も事業の改善が認められなかったことから，監査を実施したところ，営

業所の位置の無認可変更，運行管理規程未制定，運転者の健康状態の把握が不適切で

あったこと，点呼の記録・保存をしていなかったこと，運行記録計の記録を保存して

いなかったこと，運行指示書を保存していなかったこと，運転者の数が不足していた

こと，乗務員台帳の作成がなかったこと，退職者の乗務員台帳を保存していなかった

こと，運転者に対する指導及び監督が不適切であったこと，高齢運転者に対する特別

な指導が不適切であったこと，営業報告書及び事業実績報告書が未提出であったこと

が判明した。

表２－６ 北海道の貸切バス事業における，監査・行政処分等，行政処分等の概要の推移

単位：件

平成
13年度

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

監査等 9 16 208 36 60 89

行政処分等 7 5 15 17 24 34

許可取消

事業停止

車両使用停止 0 1 5 8 3 7

（延停止日車数） 0 45 340 460 310 375

文書警告 5 4 10 8 20 23

文書勧告 1 1 1

口頭注意 1 4

計 7 5 15 17 24 34

注：監査件数等には，改善確認検査，苦情検査（行政処分等には至らなかった事案），
新規事業者の指導講習呼出し指導は含まれない。

資料：北海道運輸局資料より。
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な役割を検討する必要があるといえよう 。

３．まとめに代えて

以上でみてきた調査の結果は，控えめに

言っても，規制緩和政策についての検証の必

要性を示すものだった。

さて，次の表は，今回の調査で尋ねた，業

界の改善のため必要と思われる政策について

の回答結果である（あわせて資料１の４）を

参照）。この結果や川村（2007）を参考にし

ながら，幾つかあげると，第一には，公正な

競争条件と輸送秩序の確立が急がれる。具体

的には，適正な運賃・料金の収受の実現に向

けた施策が必要である（そもそも，届け出て

いる運賃水準が収受できない事態が蔓延化し，

かつ，放置されているのは問題といえよう）。

トラック業界における取り組み（注釈６。次

頁の図）などを参考にしながら，公正取引関

連諸法の実効性のある運用や，著しく低い運

賃や無理な運行計画を設定した旅行業者等の

発注者責任を問う法制度が必要であろう 。

ｂ事業者 車両使用停

止50日車

新規参入事業者のため，監査を実施したところ，乗務員台帳の記載事項が不適切で

あったこと，退職者の乗務員台帳の保存が不適切であったこと，初任運転者に対する

特別な指導が不適切であったこと，初任運転者に適性診断を受診させていなかったこ

と，定期点検整備の実施が不適切であったことが判明した。

ｃ事業者 輸送施設の

使用停止75

日車

平成19年４月27日に監査を実施したところ，営業区域外旅客運送違反，他11件の

違反が判明したもの。

ｄ事業者 事 業 停 止

108日間

平成19年８月４日に当該事業者の貸切バスが路外転落し，４名が重傷，17名が軽傷

を負った重大事故を端緒として，平成19年８月７日及び同年11月14日に監査を実

施したところ，無車検運行，他12件の違反が判明したもの。

ｅ事業者 輸送施設の

使 用 停 止

195日車

重傷交通事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として，平成19年10月25

日に監査を実施したところ，初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導の未実施，

他６件の違反が判明したもの。

ｆ事業者 輸送施設の

使用停止65

日車

ひき逃げ事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として，平成19年11月７日

に監査を実施したところ，運転者に対する指導及び監督の不適切，他３件の違反が判

明したもの。

出所：北海道運輸局「貸切バス事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について（個表）」より作成。

表３－１ 業界の改善のために必要と思われる政策
（３つ以内 ） 単位：事業者，％

115 100.0

（ア)適正な原価や利潤を基準とした標

準的な運賃の設定

59 51.3

（イ)採算を度外視した運賃価格（ダン

ピング）の禁止

74 64.3

（ウ)旅行業者による無理な運行計画の

禁止，旅行業者側の相応の輸送コ

ストの負担

55 47.8

（エ)貸切バス業界における労働条件・

労務管理の適正化（競争条件の統

一化）

19 16.5

（オ)新規事業者に対する，事業参入時

のチェックの強化

48 41.7

（カ)行政の監査体制の強化や，悪質な

事業者に対する行政処分の強化

23 20.0

（キ)優良なバス事業者を評価する制度

の導入

21 18.3

（ク)自動車関連諸税・燃料価格の引下

げ

74 64.3

（ケ)その他 1 0.9

注：「３つ以内」で回答するよう求めたが，実際には，
３つを超えて回答するのが18事業者みられた。
そのまま集計した。
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第二は，運転者の労働条件の改善，社会的

地位の向上を確立するための施策である。そ

れは，運賃ダンピングに歯止めをかける側面

もあわせもっている。具体的には，労働基準

法や以下の「改善基準告示」の，最低限，

「遵守」が必要である。その上で，「改善基準

告示」の「見直し」 や，運転者になるため

の公的な資格制度の導入あるいは業界内での

教育訓練・研修制度の導入などが検討課題と

なるのではないか。

出所：国交省「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」について（平成20
年３月14日発表）より引用。

図３－２ トラック業界における，荷主・元請／元請・下請のパートナーシップを基本にした取組

表３－２ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」告示の内容（「バス等」部分)

拘束時間 ４週平均で１週間当たり 65時間（貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する

者，貸切バスに乗務する者及び高速バスの運転者については，労使協定があるときは，52週間

のうち16週間までは，４週平均で１週間当たり71.5時間まで延長可）

１日 原則13時間 最大16時間（15時間超えは１週２回以内）

休息期間 継続 ８時間以上

運転者の住所地での休息期間が，それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること

運転時間 ２日平均で１日当たり ９時間

４週平均で１週間当たり 40時間

（貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者，貸切バスに乗務する者及び高速

バスの運転者については，労使協定があるときは，52週間についての運転時間が2080時間を超

えない範囲内において，52週間のうち16週間までは，４週平均で１週間当たり44時間まで延

長可）

連続運転時間 ４時間以内（運転の中断には，１回連続10分以上，かつ，合計30分以上の運転離脱が必要）

出所：労働調査会出版局（2007）p207より抜粋。
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第三は，関係行政機関（運輸，労働，公正

取引，警察等）の機能の強化と連携である。

とりわけ運輸行政には多くの役割が期待され

るが，予算も人員も十分には割り当てられて

いない。それゆえに，例えば，監査業務ひと

つをとっても不十分なままとなっている。

また，現行の許可行政のあり方が問われて

いる。現行制度のもとでは，書類審査を通れ

ば事業参入が可能となってしまうわけである

が，許可時に一定程度のしっかりとした実地

調査を行えば一定の問題行為・悪質業者の参

入を回避できるのではないか。

最後に，上に掲げたような施策の実現のた

めには，事業者間の連携や業界団体の役割の

強化が不可欠である。規制緩和・市場競争に

対する評価については業界内でも賛否がわか

れるという声も聞くが，「公正な競争環境の

整備」という点では，多くの事業者が一致で

きると思われる。冒頭でみたような国交省の

動きも，各地域で，業界関係者が積極的に声

をあげることなくしては実効力の乏しいもの

に終わってしまうことが懸念される 。この

競争時代において，業界関係者，とりわけ労

使（団体）には，新たな役割が内外から要請

されている。

注

１ 国交省「貸切バス事業者に対する重点監査の実

施結果について」2007年６月１日発表。http://

www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090601 2.

html

２ 国交省「貸切バスに関する安全等対策検討会報

告～貸切バスの安全の確保・質の向上に向けて

～」2007年10月19日発表。http://www.mlit.

go.jp/kisha/kisha07/09/091019 2 .html

３ 北海道「新・北海道総合計画― 北の未来を拓

くビジョンと戦略― 」（通称：ほっかいどう未

来創造プラン），平成19年12月。

４ 調査は，北海道運輸局から提供された貸切バス

事業者名簿にもとづき，道内の全ての貸切バス事

業者（「限定」を含む。261事業者）に対して調

査票を郵送し，回収された117部のうち，２部を

除く115部の有効回答を分析した。その後に回収

された回答については自由回答のみ記載した。調

査票の配布・回収時期は，2008年３月である。

５ 北海道運輸局によれば，そういう例は，少ない

が，過去からあったという。そこで，この点に関

して，運賃制度に対する理解を求め，北海道バス

協会と北海道運輸局で北海道や各市町村に対して

要請を行ったとのことである（同局からの聞き取

り）。

６ この問題については，荷主からの適正な運賃が

収受できず，また，無理な運行などを実質的に強

いられてきたという意味ではいわば「先輩」にあ

たるトラック業界で，改善にむけた動きがみられ

る。国交省「トラック運送業における燃料サー

チャージ緊急ガイドライン」及び「トラック運送

業における下請・荷主適正取引推進ガイドライ

ン」について（平成20年３月14日発表）を参照

さ れ た い。http://www.mlit.go.jp/kisha/

kisha08/09/090314 2 .html

７ 内閣府政策統括官「規制改革の経済効果― 利

用者メリットの分析（改訂試算）2007年版」平

成19年３月28日発表。http://www5.cao.go.

jp/keizai3/2007/0328seisakukoka22-2.pdf

８ 北海道運輸局「貸切バス事業者の法令違反に対

する行政処分等の状況について（個表）」。

h t t p://w w w.h k t.m l i t.g o.j p/k a k u s y u/

gyoseisyobun/jidousha/kasikiri.html

９ 例えば，限界はあるものの，トラック業界にお

ける適正化事業のような施策は，適正な事業運営

を図る上で貸切バス業界においても参考になるの

ではないか。

10 この点に関連していうと，冒頭の「対策検討

会」では「自動車事故報告書への旅行業者名の記

載・旅行業者の責任の明確化」をうたっているが，

実際には，旅行業者が無理な運行を強要・指示せ

ずとも，貸切バス事業者がそれを選択せざるを得

ない状況がある（例えば，旅行業者は「ワンマン

で運行していたとは知らなかった」「無理な運行

を指示した覚えは無い」等々）。実態をふまえた

対策が不可欠である。なお，関連して，事故報告

書に関する問題点をあげると，一つには，貸切バ

ス事業者自身が報告書を作成・記載することに

なっているため，事故について必ずしも客観的な

原因分析がなされていないこと（例えば，運転者

の不注意という「分析」（？）にとどまっている

など），いま一つには，自動車運転者の事故の場

合，運転者の心身の状態が事故に関わっているこ
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とが少なくないが，そういう情報が報告書で必ず

しも把握されていない（健康起因の事故の場合に

は，事故１ヶ月前の勤務状況等が添付されること

になっているが，それさえも必ずしも守られてい

ないケースが散見される）ことなどがあげられる。

11 乗合バス運転者を対象とした調査結果であるが，

この「改善基準告示」が職業運転者の余暇時間や

睡眠の確保の観点からいかに問題があるものであ

るかは川村（2006a）を参照。

12 関連して言うと，「対策検討会」の議論をふま

えて設置されることとなった次のワーキンググ

ループについても，バス協会と旅行業界団体とで

構成され，本来は，関係者として欠かすことので

きないはずの労働者・労働団体はメンバーに入れ

られていないのは問題であろう。国交省「「貸切

バスに関する安全等対策検討会」報告でとりまと

められた「貸切バス業界及び旅行業界の相互理解

等を図るための場の設置」についての合意につい

て」平成20年２月13日発表。

参考文献等

・川村雅則（2006a）「バス運転手の勤務と睡眠―

進む合理化策のもとで」『北海学園大学開発論集』

第78号，2006年８月

・川村雅則（2006b）「職業ドライバーの労働実態

と慢性疲労』『労働の科学』61巻９月号，2006年

・川村雅則（2007）「規制緩和と貸切バス（上）

― 北海道の貸切バス業界の実態」『北海学園大

学経済論集』第54巻第４号，2007年３月

・国交省「貸切バスに関する安全等対策検討会報

告」2007年10月19日発表

・労働調査会出版局『改訂４版 自動車運転者労務

改善基準の解説』労働調査会，平成19年
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